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７．リスク管理の状況
◇リスク管理体制
　組合員・利用者の皆様に安心してＪＡをご利用いただくためには、より健全性の高い経営を確保し、信
頼性を高めていくことが重要です。
　このため、直面するさまざまなリスクに適切に対応すべく、認識すべきリスクの種類や管理体制と仕組
み等、リスク管理の基本的な体系を整備しています。
　また、収益とリスクの適切な管理、適切な資産自己査定の実施などを通じてリスク管理体制の充実・強
化に努めています。

①　信用リスク管理
　信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バランスを含む）の価値が減
少ないし消失し、金融機関が損失を被るリスクのことです。当ＪＡは、個別の重要案件又は大口案件に
ついては理事会において対応方針を決定しています。また、通常の貸出取引については、本店信用部に
審査管理課を設置し各支店と連携を図りながら、与信審査を行っています。審査にあたっては、取引先
のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳格な審査基準を
設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、資産の自
己査定を厳正に行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取
り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当基準」に基づ
き必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。

②　市場リスク管理
　市場リスクとは、金利、為替、株式等のさまざまな市場のリスク・ファクターの変動により、資産・
負債（オフ・バランスを含む）の価値が変動し、資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被る
リスクのことです。主に金利リスク、価格変動リスクなどをいいます。金利リスクとは、金利変動に伴
い損失を被るリスクで、資産と負債の金利または期間のミスマッチが存在している中で金利が変動する
ことにより、利益が低下ないし損失を被るリスクをいいます。また、価格変動リスクとは、有価証券等
の価格の変動に伴って資産価格が減少するリスクのことです。
　当ＪＡでは、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確に把握することにより、収益化
及び財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視した
ＡＬＭを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟
な財務構造の構築に努めています。
　とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当ＪＡの保有有
価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方針を定めるとともに、経営
層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用
部門は、理事会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の売買
やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った取引についてはリスク管理部門が適切な執行を行っ
ているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。

③　流動性リスク管理
　流動性リスクとは、運用と調達のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難に
なる、又は通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク（資
金繰りリスク）及び市場の混乱等により市場において取引ができないため、通常よりも著しく不利な価
格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）のことです。当ＪＡでは、
資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の確保に努
めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と位置づけ、商品
ごとに異なる流動性（換金性）を把握した上で、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

リスク管理
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④　オペレーショナル・リスク管理
　オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくは、システムが不適切であること
又は外生的な事象により損失を被るリスクのことです。当ＪＡでは、信用リスク、市場リスク及び流動
性リスク以外のリスクで、受動的に発生する事務、システム、法務などについて事務処理や業務運営の
過程において、損失を被るリスクと定義しています。事務リスク、システムリスクなどについて、事務
手続にかかる各種規程を理事会で定め、その有効性について内部監査や監事監査の対象とするとともに、
事故・事務ミスが発生した場合は速やかに状況を把握して理事会に報告する体制を整備して、リスク発
生後の対応及び改善が迅速・正確に反映ができるよう努めています。

⑤　事務リスク管理
　事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより金融機関が
損失を被るリスクのことです。当ＪＡでは、業務の多様化や事務量の増加に対応して、正確な事務処理
を行うため事務マニュアルを整備するとともに、自主検査・自店検査を実施し事務リスクの削減に努め
ています。また、事故・事務ミスが発生した場合には、発生状況を把握し改善を図るとともに、内部監
査により重点的なチェックを行い、再発防止策を実施しています。

⑥　システムリスク管理
　システムリスクとは、コンピューターシステムのダウン又は誤作動等、システムの不備に伴い金融機
関が損失を被るリスク、さらにコンピューターが不正に使用されることにより金融機関が損失を被るリ
スクのことです。当ＪＡでは、コンピューターシステムの安定稼動のため、安全かつ円滑な運用に努め
るとともに、システムの万一の災害・障害等に備え、「システムリスク管理マニュアル」を策定しています。

◇法令遵守体制
［コンプライアンス基本方針］
　利用者保護への社会的要請が高まっており、また最近の企業不祥事に対する社会の厳しい批判に鑑み
れば、組合員・利用者からの信頼を得るためには、法令等を遵守し、透明性の高い経営を行うことがま
すます重要になっています。
　このため、コンプライアンス（法令等遵守）を経営の重要課題のひとつとして位置づけ、この徹底こ
そが不祥事を未然に防止し、ひいては組織の信頼性向上に繋がるとの観点にたち、コンプライアンスを
重視した経営に取り組みます。

［コンプライアンス運営態勢］
　コンプライアンス態勢全般にかかる検討・審議を行うため、代表理事組合長を委員長とするコンプラ
イアンス委員会を設置するとともに、コンプライアンスの推進を行うため、本店各部・各事業所にコン
プライアンス担当者を設置しています。
　基本姿勢及び遵守すべき事項を記載した手引書「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、研修会
を行い全役職員に徹底しています。
　毎年度、コンプライアンス・プログラムを策定し、実効ある推進に努めるとともに、統括部署を設置し、
その進捗管理を行っています。
　また、組合員・利用者の皆様の声を真摯に捉え、前向きに事業に反映するため、苦情・相談等の専用
窓口として「お客様相談窓口」を設置しています。

リスク管理
の状況
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◇金融ＡＤＲ制度への対応
①　苦情処理措置の内容
　当ＪＡでは、苦情処理措置として、業務運営体制・内部規則等を整備のうえ、その内容をホームページ・
チラシ等で公表するとともに、ＪＡバンク相談所やＪＡ共済連とも連携し、迅速かつ適切な対応に努め、
苦情等の解決を図ります。

　当ＪＡの苦情等受付窓口　（受付時間：月曜日～金曜日　9時～ 17時（休業日を除く））
・信用事業については各支店および各出張所、共済事業については各支店
　（各店舗の連絡先については、後掲の「８．店舗等のご案内」に記載してあります）
・ＪＡバンク相談・苦情等受付窓口（本店　信用部）
　電話：0479-62-7701　
・ＪＡ共済相談・苦情等受付窓口（本店　共済部）
　電話：0479-62-4848

　
②　紛争解決措置の内容
　当ＪＡでは、紛争解決措置として、次の外部機関を利用しています。
・信用事業
　東京弁護士会紛争解決センター（電話：03-3581-0031）
　第一東京弁護士会仲裁センター（電話：03-3595-8588）
　第二東京弁護士会仲裁センター（電話：03-3581-2249）
　上記弁護士会の利用に際しては、①の窓口または千葉県ＪＡバンク相談所（電話：043-243-0011）
にお申し出ください。
　なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会には直接お申し立ていただくことも可
能です。
　また、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会（以下「東京三弁護士会」という）の
仲裁センター等では、東京以外の地域の方々からの申立について、当事者の希望を聞いたうえで、ア
クセスに便利な地域で手続を進める方法があります。
①　現地調停：東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して

解決に当ります。
②　移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。
※現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は千葉県ＪＡ
バンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。

・共済事業
（一社）日本共済協会　共済相談所　　　（電話：03-5368-5757）
（一財）自賠責保険 ･共済紛争処理機構　（電話：0120-159-700）
（公財）日弁連交通事故相談センター　　（電話：0570-078325）
（公財）交通事故紛争処理センター　　　（電話：東京本部 03-3346-1756）
日本弁護士連合会　弁護士保険ＡＤＲ
　　　　　（https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html）
最寄りの連絡先については、上記または①の窓口にお問い合わせください。

◇内部監査体制
　当ＪＡでは、内部監査部門を被監査部門から独立して設置し、経営全般にわたる管理及び各部門の業務
の遂行状況を、内部管理態勢の適切性と有効性の観点から検証・評価し、改善事項の勧告などを通じて業
務運営の適切性の維持・改善に努めています。
　また、内部監査は、ＪＡの本店・事業所のすべてを対象とし、年度の内部監査計画に基づき実施してい
ます。監査結果は代表理事組合長及び監事に報告したのち被監査部門に通知され、定期的に被監査部門の
改善取り組み状況を点検しています。また、監査結果の概要を定期的に理事会に報告することとしていま
すが、特に重要な事項については、直ちに理事会、代表理事組合長、監事に報告し、速やかに適切な措置
を講じています。

リスク管理
の状況
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８．自己資本の状況
◇自己資本比率の状況
　当ＪＡでは、多様化するリスクに対応するとともに、組合員や利用者のニーズに応えるため、財務基盤
の強化を経営の重要課題として取り組んでいます。内部留保に努めるとともに、不良債権処理及び業務の
効率化等に取り組んだ結果、平成 30年 12 月末における自己資本比率は、13.12%となりました。

◇経営の健全性の確保と自己資本の充実
　当ＪＡの自己資本は、組合員の普通出資によっています。

　　○普通出資による資本調達額

　当ＪＡは、「自己資本比率算出要領」を制定し、適正なプロセスにより正確な自己資本比率を算出して、
当ＪＡが抱える信用リスクやオペレーショナル・リスクの管理及びこれらのリスクに対応した十分な自己
資本の維持を図るとともに、内部留保の積み増しにより自己資本の充実に努めています。
　また、19 年度から、信用リスク、オペレーショナル・リスク、金利リスクなどの各種リスクを個別の
方法で質的または量的に評価し、リスクを総体的に据え、自己資本と比較・対照し、自己資本充実度を評
価することにより、経営の健全性維持・強化を図っております。

自己資本
の状況

項　目 内　容
発行主体 ちばみどり農業協同組合
資本調達手段の種類 普通出資
コア資本に係る基礎項目に
算入した額 2,241 百万円（前年度 2,222 百万円）


